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�愛媛県告示第４３５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、次の

とおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

大洲市・内子町山林管理組合

２ 組合の事務所の位置

大洲市大洲６９０番地の１

３ 組合の解散年月日

平成２２年３月３１日

�������
�愛媛県告示第４３６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４３７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

発 行 愛 媛 県

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 国立大学法人愛

媛大学
平成２５年
３月３１日
まで

平成脳神経外科
病院

松山市北井門町二丁目７
番２８号

医療法人松山平
成会

平成２５年
３月３１日
まで

愛媛労災病院 新居浜市南小松原町１３番
２７号

独立行政法人労
働者健康福祉機
構

平成２５年
３月３１日
まで

西予市立宇和病
院

西予市宇和町卯之町一丁
目２４６番地１ 西 予 市

平成２５年
３月３１日
まで

西予市立野村病
院

西予市野村町野村９号５３
番地 西 予 市

平成２５年
３月３１日
まで

愛媛県立南宇和
病院

南宇和郡愛南町城辺甲２４
３３番地１ 愛 媛 県

平成２５年
３月３１日
まで

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

平衡・音声・言語・そしゃく・
じん臓・ぼうこう又は直腸・小
腸機能障害

リハビリテー
ション科・小
児科

旭川荘南愛媛病院 堀 内 伊 作 北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７ 平成
２２年４月１日

肝 臓 機 能 障 害 消化器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 阿 部 雅 則 東温市志津川 〃

〃 内 科 〃 広 岡 昌 史 〃 〃

〃 〃 〃 眞 柴 寿 枝 〃 〃

〃 〃 〃 徳 本 良 雄 〃 〃

〃 〃 〃 恩 地 森 一 〃 〃

〃 〃 〃 日 浅 陽 一 〃 〃

毎週（火・金）曜日発行 第２１５６号 平成２２年４月９日

平成２２年４月９日金曜日 第２１５６号

愛 媛 県 報

３００
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�愛媛県告示第４３８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃 〃 小 西 一 郎 〃 〃

〃 肝臓外科・移
植外科 〃 藤 山 泰 二 〃 〃

〃 〃 〃 高 田 泰 次 〃 〃

〃 肝 臓 外 科 〃 渡 邊 常 太 〃 〃

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 〃 大木元 明 義 〃 〃

肝 臓 機 能 障 害 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 常 光 謙 輔 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－１ 〃

〃 内 科 〃 岡 田 眞 一 〃 〃

〃 外 科 〃 黒 河 達 雄 〃 〃

〃 〃 〃 石 井 博 〃 〃

〃 内 科 〃 南 尚 佳 〃 〃

〃 〃 〃 岡 清 仁 〃 〃

〃 外 科 〃 坂 川 太 一 〃 〃

〃 〃 〃 小 橋 研 太 〃 〃

〃 内 科 〃 山 上 隆 司 〃 〃

〃 〃 〃 大 森 拓 朗 〃 〃

〃 〃 〃 星 加 輝 久 〃 〃

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこ
う又は直腸・小腸機能障害

整形外科・内
科・外科

伊方町国民健康保険
瀬戸診療所 村 上 聡 西宇和郡伊方町三机乙２５８７ 〃

肝 臓 機 能 障 害 内 科 市 立 大 洲 病 院 谷 口 嘉 康 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０ 〃

〃 〃 〃 中 西 公 王 〃 〃

〃 〃 〃 今 峰 聡 〃 〃

〃 〃 〃 佐 野 正 浩 〃 〃

〃 〃 〃 小 幡 善 保 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 白 石 病 院 竹 葉 淳 今治市松本町１－５－９ 〃

肝 臓 機 能 障 害 内 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 大 本 昌 樹 今治市喜田村７丁目１番６号 〃

〃 〃 〃 山 内 一 彦 〃 〃

〃 〃 〃 湯 山 晋 〃 〃

肢 体 不 自 由 〃 医療法人厚仁会波方
中央病院 東 條 雅 晴 今治市波方町樋口甲１６８３番地１ 〃

愛 媛 県 報平成２２年４月９日 第２１５６号
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�愛媛県告示第４４０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

フレッシュバリュー上分店

四国中央市上分町字岸之上４４１番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ママイ

四国中央市金生町下分１３４９番地１

代表取締役 後藤 隆彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ママイ

四国中央市金生町下分１３４９番地１

代表取締役 後藤 隆彦

堤製パン株式会社

四国中央市三島宮川四丁目１０番５４号

代表取締役 堤 敏朗

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２２年１２月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６０１．８８平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

７２台

イ 駐輪場の収容台数

５０台

ウ 荷さばき施設の面積

１１５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

８４．９８立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後９時４５分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前７時から午後７時まで

２ 届出年月日

平成２２年３月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

�愛媛県告示第４３９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 国立大学法人愛媛大学
肝臓移植に関する
医療（育成医療・
更生医療）

平成２２年
４月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

チェリー薬局宮西店 新居浜市宮西町１番１０号 有限会社チェリー薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２２年
４月１日

有限会社ひろ調剤薬局横河原店 東温市横河原１８０－１ 有限会社ひろ調剤薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２２年
４月１日

おれんじ薬局 南宇和郡愛南町城辺甲８番地２ 株式会社マツモトファーマシー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２２年
４月１日

エンゼル薬局上灘店 伊予市双海町上灘甲５３５０番地１０ 株式会社エンゼル 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２２年
４月１日

衛生堂薬局四国中央店 四国中央市川之江町字枯木２３２４番１ 株式会社衛生堂 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２２年
４月１日

まろん薬局 大洲市徳森１９９０番地１ 有限会社ケンシンファーマシー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２２年
４月１日

愛 媛 県 報平成２２年４月９日 第２１５６号

３０２



��������������

産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日か

ら１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第４４１号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県南予地方局大洲土木事務所

に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系出石川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成２２年４月９日

３ 廃川敷地等の位置

左岸 大洲市柴甲２０８番２地先から

大洲市柴乙６番地２地先まで

右岸 大洲市柴甲２１１番地４地先から

大洲市八多喜町甲２８３２番３地先まで

左岸 大洲市八多喜町甲３１９８番２地先から

大洲市柴甲２０８番２地先まで

右岸 大洲市柴甲２１１番地２地先から

大洲市柴甲２１１番４地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ５６２．５平方メートル

�������
�愛媛県告示第４４２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（地理識別子整備業務）

２ 作業期間 平成２１年９月２８日から

平成２２年３月２６日まで

３ 作業地域 松山市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、四国中央

市
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�愛媛県告示第４４３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基本重力測量）

２ 作業期間 平成２１年５月１８日から

平成２２年３月１８日まで

３ 作業地域 宇和島市
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�愛媛県告示第４４４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基準点現況調査）

２ 作業期間 平成２１年９月１７日から

平成２２年３月１９日まで

３ 作業地域 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、

西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東

温市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方

町、松野町、鬼北町、愛南町

�������
�愛媛県告示第４４５号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

�愛媛県告示第４４６号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県漁業取締船用燃料
軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２号）
１００リットル当たりの単価 約４２０，０
００リットル

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２２年３月２４日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町二
丁目９番１２号

７，１４０円 一般競争入札 平成２２年２月２日

愛 媛 県 報平成２２年４月９日 第２１５６号

３０３



��������������

�������
�愛媛県告示第４４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

八幡浜市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成２２年４月９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

就 任

退 任

�愛媛県告示第４４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年４月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上分三島線 四国中央市妻鳥町字上三本木１７３１番４ 平成２２年４月９日

監 事 井 上 憲 次 八幡浜市若山３番耕地５４４番地１

〃 菊 池 諭 八幡浜市郷３番耕地３８３番地

〃 矢 野 辰 夫 八幡浜市川上町川名津甲６７５番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 萩 森 良 房 八幡浜市日土町５番耕地２４７８番地

〃 和 家 粂 則 八幡浜市真網代丙２５７番地

〃 橋 本 誠 士 八幡浜市真網代丙２０８番地

〃 岩 切 優 憲 八幡浜市向灘１７６８番地

〃 平 田 壽 八幡浜市八代１２２番地５

〃 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３番耕地７０５番地

〃 田 原 晃 八幡浜市川上町上泊甲６５５番地

〃 井 上 宗三郎 八幡浜市大平２番耕地６６１番地１

〃 菊 池 耕 治 八幡浜市日土町２番耕地１６７番地１

〃 田 中 治 志 八幡浜市川上町川名津甲９１３番地

〃 井 上 憲 久 八幡浜市国木２０９番地

〃 西 川 雄 二 八幡浜市会田６４１番地

〃 岡 善 男 八幡浜市郷２番耕地３０８番地

〃 中 村 文 彦 八幡浜市向灘１２０７番地

〃 佐々木 貴 徳 八幡浜市日土町７番耕地２４３３番地

〃 西 川 浩 二 八幡浜市横平乙２０１番地２

〃 矢 野 彰 八幡浜市舌間２番耕地１２８８番地２

監 事 堀 川 福 一 八幡浜市川上町白石乙３６６番地４

〃 井 上 憲 次 八幡浜市若山３番耕地５４４番地１

〃 菊 池 眞 策 八幡浜市松柏乙５５７番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 萩 森 良 房 八幡浜市日土町５番耕地２４７８番地

〃 菊 池 耕 治 八幡浜市日土町２番耕地１６７番地１

〃 佐々木 貴 徳 八幡浜市日土町７番耕地２４３３番地

〃 菊 池 眞 策 八幡浜市松柏乙５５７番地１

〃 上 田 憲 二 八幡浜市川上町上泊甲６４６番地１

〃 中 田 久 義 八幡浜市川上町白石乙３９３番地５

〃 井 上 憲 久 八幡浜市国木２０９番地

〃 平 田 壽 八幡浜市八代１２２番地５

〃 西 川 浩 二 八幡浜市横平乙２０１番地２

〃 清 水 平 衛 八幡浜市向灘２１８４番地

〃 中 村 文 彦 八幡浜市向灘１２０７番地

〃 坂 本 幸 一 八幡浜市高野地８４９番地

〃 田 中 清 典 八幡浜市真網代乙１８４番地６

〃 佐々木 茂 八幡浜市穴井３番耕地７１２番地２

〃 上 杉 洋 治 八幡浜市真網代丙４３６番地

〃 米 花 成 喜 八幡浜市会田６８０番地

〃 毛 利 英 二 八幡浜市舌間２番耕地１０２９番地

〃 橋 本 顕 治 八幡浜市若山１番耕地２４５番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 五百木立山線
喜多郡内子町立山５０４８番３から

同町立山５０５１番１０まで

旧 １０．８～２４．８ ０．０８０

新 １８．０～３１．５ ０．０８０

愛 媛 県 報平成２２年４月９日 第２１５６号

３０４



監 査 公 表

�公表第１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年４月９日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局
総 務 企 画 部

平成２１年７月２３日、
平成２１年７月２７日

（監査の結果）

需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差し

替えて納入させた不適正な経理処理（４，９１４円分）が認められた。また、

平成２１年度においても、同様の事例（３８，５３５円分）が認められた。

（措置の内容）

会計事務の適正な執行について職場研修を実施するとともに、物品購

入の際には、発注した担当職員より上位の職員が実施確認することとし、

再発防止に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局
健 康 福 祉 環 境 部

平成２１年７月２３日、
平成２１年７月２４日、
平成２１年７月２７日

（監査の結果）

１ 職員（１名）の住居手当について、支給の終了を決定していたにも

かかわらず支給したため、２１，５００円（平成２１年３月分）が過支給とな

っていた。

２ 旧新居浜保健サービスステーションから排出された産業廃棄物（レ

ントゲン装置）の収集運搬処分に係る委託契約について、収集運搬業

務と処分業務を一つの業務とした随意契約であったにもかかわらず、

処分業の許可を有しない者から見積りを徴し、その者と契約を締結し

ていた。また、別途処分業務を処分業の許可を有する者へ委託したと

ころ、適正な会計手続をとっていなかった。

３ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（５，８０６円分）が認められた。

（西条保健所）

４ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（１３，５００円分）が認められた。

（今治保健所）

（措置の内容）

１ 過支給については、平成２１年６月１９日に戻入手続済みである。

今後は、厳格な認定及び確認処理に努めたい。

２ 今後は、契約を締結する際には、選定業者の適格性の検討はもとよ

り、愛媛県会計規則に基づき、適正な事務処理に努めたい。

３ 会計事務の適正な執行について職場研修を実施するとともに、物品

購入の際には、発注した担当職員より上位の職員が実施確認すること

とし、再発防止に努めたい。 （西条保健所）

４ 会計事務の適正な執行について職場研修を実施するとともに、物品

購入の際には、発注した担当職員より上位の職員が実施確認すること

とし、再発防止に努めたい。

なお、不適正な経理により取得した備品簿外品については、備品管

理簿に記載の上、適正に管理することとした。 （今治保健所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局
四 国 中 央 保 健 所 平成２１年７月２４日

（監査の結果）

需用費の執行において、正規の会計処理を行わないまま取引業者に随

時物品を納入させ、後日、納入させた物品とは異なる会計書類を作成し、

それらの費用を一括して支払う不適正な経理処理（１３７，０４６円分）が認

められた。

（措置の内容）

会計事務の適正な執行について職場研修を実施するとともに、正規の

会計処理が確実に行われるよう、物品購入の際には、担当職員より上位

の職員が実施確認することとし、再発防止に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局
産 業 経 済 部

平成２１年７月２３日、
平成２１年７月２７日

（監査の結果）

１ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させたほか、それとは異なる物品の修繕に差し替えた不

適正な経理処理（３９，５２１円分）が認められた。 （産業振興課）

２ 物品納入のため取引業者に保有させていた預け金（１４，３６４円）が認

められた。

３ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（２０，４５３円分）が認められた。

（今治支局森林林業課）

（措置の内容）

１ 会計事務の適正な執行について職場研修を実施するとともに、物品

購入の際には、発注した担当職員より上位の職員が実施確認すること

とし、再発防止に努めたい。 （産業振興課）

２ 当該預け金については、誤払いがあった際に会計上の手続（戻入）

を行わないまま放置したものであったが、平成２１年１０月２８日に納入済

みである。

今後は、会計事務の適正な執行について職場研修を実施するととも

に、発注した担当職員より上位の職員が実施確認し、再発防止に努め

たい。

３ 会計事務の適正な執行について職場研修を実施するとともに、物品

購入の際には、発注した担当職員より上位の職員が実施確認すること

とし、再発防止に努めたい。 （今治支局森林林業課）

平成２２年４月９日 発行
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